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業務の適正を確保するための体制

１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業

務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社が、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制

の整備について、取締役会で決議した内容は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

・取締役及び使用人は、当社グループ共通の行動規範として別途制定した「企業

理念」及び「行動規準」を企業行動の原点と認識の上、職務を執行する。

・内部統制システムの整備、推進を図るため、当社取締役及び管理本部総務部長

並びに子会社社長をもって構成し、当社取締役社長を委員長とする「内部統制推

進委員会」を設け、同委員会の下に財務報告統制、コンプライアンス及びリスク

管理の三部会を設置する。

・内部統制推進委員会の事務局長は管理本部長または委員等の中から委員長が指

名する者が兼任するものとし、必要に応じ委員会の開催を取締役社長の指揮の

下、司る。

・内部統制推進委員会委員長は、各本部及び各グループ会社に「内部統制管理責

任者」に任命した役職員を置き、当該本部またはグループ会社の構成員が日常業

務の中で内部統制に係る意識向上並びにその遵守を徹底するよう努めさせる。

・当社グループにおけるコンプライアンスの徹底を図ることを目的に、ニッチツ

グループ・コンプライアンス規程を制定し、同規程に反社会的勢力との関係排除

にグループを挙げて取り組む旨を明記するとともに、同勢力との関係排除のため

の体制を整備する。

・法令違反行為等の防止等を目的に、「内部通報規程」を制定し、その窓口とし

て「コンプライアンス部会」の下、「ホットライン委員会」を設置する。

－ 1 －



2026/05/29 19:32:52 / 25300516_株式会社ニッチツ_招集通知

業務の適正を確保するための体制

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報その他重要情報については、別途定める文書取

扱規程に基づき、文書または電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、

保存、管理する。

・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及び内部統制推進委員会議

事録の作成、保存、管理並びに管理本部長または社長が関与する稟議書の保存、

管理は、管理本部総務部の所管とする。また、取締役は常時、これらの文書等を

閲覧できる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、保安規程、安全衛生管理規

程、販売管理規程、購買管理規程、債権管理規程等を遵守の上、所管する本部内

のあらゆるリスクに対する管理責任を負う。

・当社グループにおけるリスク管理の徹底を図ることを目的に、内部統制推進委

員会の下にリスク管理部会を設置し、同部会を中心にリスク管理に係る諸問題に

ついて適時適切に対応する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、その事業遂行に当たり事業本部制を採用するが、毎年度当初には、事

業本部毎の予算策定を行い、以降、経営会議等において四半期毎にこれをレビュ

ーするほか、取締役会規則に基づき定期的に、また必要に応じ臨時に取締役会を

開催し、経営の健全性と効率性の双方を担保するため、法令、定款及び取締役会

規則に定める重要事項の審議、報告を行う。

・当社は、取締役会の決議に基づき重要な業務執行の決定の一部を取締役社長に

委任するとともに、取締役社長の意思決定の支援を行うことも目的として、取締

役のほか執行役員等も参加する経営会議を設置している。同会議は取締役会決議

事項及び取締役社長決裁事項のうちそれぞれ所要のものについて事前に協議する

とともに、全社的に情報を共有するべき事項について討議、意見交換を行い、効

率向上のための情報共有化等を心がける。
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業務の適正を確保するための体制

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

・グループ構成員は、グループ共通の行動規範として定めた「企業理念」、「行

動規準」に基づき、「ニッチツグループ・コンプライアンス規程」、「関係会社

管理指針」等諸規程に従い、業務を執行する。

・グループ会社は、毎年度当初に、会社毎の予算策定を行い、各代表者は、予算

会議並びに経営会議等における四半期毎のレビューに参加し、予算並びに業務執

行状況の報告を行う。

・グループ会社の役員（取締役、監査役）には、当社役職員も就任し、グループ

全体として適正な業務運営が執行されるよう監視できる体制とする。

・当社の内部監査部門である管理本部は、当社監査等委員会及び会計監査人と連

携し、各本部及びグループ会社の監査を行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

・監査等委員会の職務を補助すべき者には、取締役（監査等委員である取締役を

除く。）と監査等委員が協議の上、適任と認められる取締役（監査等委員である

取締役を除く。）もしくは管理本部経営管理部、総務部または財務経理部の職員

を配置する。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会

の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・前号の監査等委員会の職務を補助する者が、監査等委員会から補助すべき業務

についての指定を受けた場合においては、当該業務の遂行に関し、取締役（監査

等委員である取締役を除く。）からの指揮命令は及ばない。なお、監査等委員の

補助を行う使用人の人事に関する事項については、監査等委員会の意見を尊重す

る。

⑧ 取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社の監査

等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・取締役及び使用人等は、定期的または必要に応じて取締役会のほか、経営会
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業務の適正を確保するための体制

議、予算会議等の重要会議を通じて担当業務の報告を行うとともに、グループの

コンプライアンス及びリスクに係る情報については、監査等委員も構成員である

「内部統制推進委員会」に報告を行う。また、「稟議規程」に基づき管理本部長

または社長が関与する稟議書については、その全てを監査等委員会に回覧する。

・使用人は、当社グループ内において法令違反行為等が行われ、または行われよ

うとしていることを知ったときは、直ちに当該法令違反行為等の内容等を報告す

る。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな

いことを確保するための体制

・当社及び当社グループ各社は、前号の法令違反行為等の報告をした者に対し、

報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、必要に応じ予算措置

を講じ、支払の請求があったときは、法令に従い適切に処理する。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は、必要に応じ適宜各事業本部等を往査するほか、取締役（監査

等委員である取締役を除く。）、使用人に説明を求めることとし、内部監査部門

である管理本部と連携し、また、会計監査人との間で定期的に情報及び意見の交

換を行い、その監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとって監査目標の達成

を図る。
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業務の適正を確保するための体制

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

・グループ役職員を対象にコンプライアンス研修会等を開催し、グループ内コン

プライアンス体制及び関連情報の周知徹底、共有や外部講師等を交えての関連テ

ーマの講習を行っております。また、こうした研修会等以外にも社員一人ひとり

のコンプライアンスに対する意識向上や職場における会話促進を図るため、特定

のテーマについて職場単位で討論会・意見交換会を行っております。

・ホットライン委員会については、ポスター掲示によりグループの全従業員に周

知を図るとともに、メールや電話での相談・通報も受け付けることとしておりま

す。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及び内部統制推進委員会議

事録その他取締役の職務の執行に係る各書類については、いずれも法令及び社内

規程に則り適切に保存、管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク発生の防止及び会社損失の最小化を図ることを目的としてリスク管理規

程を整備し、周知を図っております。

・リスク管理を分掌する総務部の主導の下、各本部、各子会社が直面するリスク

の棚卸と重要リスクを選定するとともに、重要リスクへの対応計画の策定及びリ

スク対応策の実施状況と結果の振り返りを行いました。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は当事業年度において11回開催し、法令及び定款等に定められた事項

並びに取締役会規則に定められた事業経営に係る基本的重要事項を決定するとと

もに、業務執行取締役から担当業務の執行状況や事業経営課題の解決、改善の進

捗状況について報告を受け、取締役の職務執行を監督しております。

・経営会議は当事業年度において13回開催し、取締役会決議事項及び取締役社長
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決裁事項のうちそれぞれの所要のものについて事前に協議するとともに、全社的

に情報を共有するべき事項について討議、意見交換を行いました。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

・内部監査については、内部監査規程に基づき経営管理部長が年度毎に監査計画

を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で監査等委員会と適宜、意見交換を行

いながら実施しております。また、これらの監査以外にも、ＩＴ全般統制も含め

た全社的な内部統制について、管理本部総務部及び財務経理部のスタッフが監査

等委員会及び会計監査人と緊密な連携を図りつつ、継続的に評価を行っておりま

す。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

・監査等委員会の職務を補助する組織として総務部を置き、同部は監査等委員会

の事務局としての役割を担っております。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会

の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・総務部のスタッフが監査等委員会の事務局としての業務を行う場合は、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）から独立した立場で業務を遂行しておりま

す。

⑧ 取締役（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社の監査

等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員である取締役３名は、当事業年度に開催された取締役会、経営会

議、予算会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況等について報告

を受けました。
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業務の適正を確保するための体制

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな

いことを確保するための体制

・内部通報規程において、法令違反行為等の報告をした者への不利益取扱いの禁

止、他の社員による報復行為を禁止するとともに、報復行為が発生した場合の対

応についても明確化しております。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員会の職務の執行によって生ずる費用については予め予算を確保して

おり、また、予算に登録されていない費用が発生した場合も会社が全て負担して

おります。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は経営管理部長から監査結果に関する報告を受けるとともに、会

計監査人との間では、定期的に情報及び意見の交換を行うほか、監査結果の報告

を受けるなど緊密な連携をとっております。さらに、監査等委員である取締役は

取締役会、経営会議、予算会議等の重要会議に出席し、適宜意見を述べるととも

に、管理本部担当取締役並びに管理本部のスタッフとの間で随時、情報交換会を

開催しております。
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会社の支配に関する基本方針

２. 会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

　当社は、特定の者による当社株式の大量取得行為の提案を受け入れるか否かは、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものであれば、これを否定

するものではなく、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると認

識しております。

　しかし、機械関連事業、資源関連事業、不動産関連事業及び素材関連事業の多角

化を通じて、当社グループの収益力向上と安定を図るという当社の経営にあたって

は、豊富な経験と見識、顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築

かれた関係等への理解が必要不可欠であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者において、これらに対する理解がない場合には、当社グループの企業価値

又は株主共同の利益の確保・向上が妨げられる可能性があります。

　当社は、当社株式の大量取得行為が行われる場合、買付者からの必要かつ十分な

情報の提供なくしては、当該大量取得行為が当社の企業価値又は株主の皆様の共同

利益に及ぼす影響を、株主の皆様にご判断いただくことは困難であると考えます。

また、大量取得行為の中には、ステークホルダーとの良好な関係を保持することが

できない可能性がある等、当社グループの企業価値の源泉が長期的にみて毀損され

るおそれがあるもの、当社グループの企業価値又は株主の皆様の共同利益が損なわ

れるおそれのあるものも考えられます。

　上記の観点から、当社取締役会は、大量取得者に株主の皆様のご判断のための必

要かつ十分な情報を提供するよう求めたうえ、大量取得者の提案が当社グループの

企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検

討できるようにするとともに、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう大量取得

行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ

り、そのような者による大量取得行為に対して必要かつ相当な対抗措置を採ること

により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することが、株主の皆様か

ら負託された者の責務であると考えております。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

① 企業価値向上への取組み

　当社は1950年8月、石炭・金属兼業の鉱業会社としてスタートを切り、過去
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の蓄積を活かしながら事業を再構築することで、機械関連事業、資源関連事

業、不動産関連事業、素材関連事業で構成されるユニークな企業に成長すると

ともに、企業価値の源泉を通じて、いつの時代も企業理念に掲げる「高度な産

業生産財を提供し、もって、社会の発展に貢献すること」を実現してまいりま

した。

　今後の当社における企業価値向上の取組みは次のとおりです。機械関連事業

のうち舶用機器部門では、工事量の増加及び人員不足に対応し、工場設備の増

強・整備を図るとともに、鋼材加工に続くロボットの導入等、自動化・省人化

投資を進めます。産業機器部門では、重電・製鉄関連等の工事を着実に取り込

むとともに、再生可能エネルギー、環境対策関連等の新規分野での更なる受注

獲得に努めます。資源関連事業（ハイシリカ部門）では、半導体市場の動向に

留意しつつ、新型ミルによる高付加価値製品の拡販に努めるとともに、汎用品

等の更なる海外生産拡大を推進します。また、調達先の多様化による良質な原

石の安定調達及び適正在庫水準の確保に努めるとともに、受託加工業務につい

ては新たな需要開拓を図ります。素材関連事業のうち耐熱塗料部門では、輸出

販売の拡大と新規用途の開拓、ライナテックスでは、新規顧客の開拓と得意の

粉体技術を応用できる案件の受注に努めます。

　さらに、これらの取組みを実現するための共通の基盤となる「人財」につい

ては、TVCMやSNS等を活用した情報の積極発信、カムバック採用やリファラル

採用等、新たな採用活動に取り組むとともに、地域社会の皆様との間に確立し

た「パートナーシップ」も活かし、地域高校生に就業体験の機会を積極的に提

供するほか、海外実習生の受入れも計画的に推進し、「人財の育成と確保」に

努めます。また当社の設備については、企業価値の維持・向上のために引き続

き計画的な更新を進め、効率的かつ安全な操業の確保に努めます。

　最後に、鉱山の開発・運営を祖業とする当社においては、鉱害対策と環境保

全は企業の重要な社会的責任と認識しています。金属鉱山には重金属成分等を

含む坑廃水が流出する恐れがあり、操業期間中はもとより、閉山後も企業が存

続している限りは坑廃水処理を義務付けられております。このため当社は、坑

廃水による鉱害防止と環境保全に努めており、地域社会をはじめとするステー

クホルダーの皆様との信頼関係の維持・強化を図ります。

　上記の取組みを鋭意推進することで主要な経営指標の改善・向上に努め、当

社の企業価値のみならず株主共同の利益の確保・向上を実現していく所存で
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す。

② コーポレート・ガバナンスの強化

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、経営の最重要課題の一つと認

識し、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポレー

ト・ガバナンスの強化に取り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナン

ス体制の詳細につきましては、当社のコーポレート・ガバナンスに関する報告

書をご参照ください。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み（本プラン）

① 本プランの目的

　当社は、2021年10月20日開催の取締役会において本プランの導入を決議し、

2021年12月23日開催の臨時株主総会の承認並びに2024年５月24日開催の取締役

会の決議及び2024年６月27日開催の第99回定時株主総会の承認に基づき、本プ

ランを更新いたしました。

　当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不

適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止する

とともに、 当社株式に対する大量取得行為が行われる際に、当社取締役会が

株主の皆様に代替案を提案する、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為に

応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の

皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

② 本プランの概要

　本プランは、当社株券等の20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買

収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を

定めております。

　買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発

動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量取得
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行為を行うことができるものとされています。

　買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得

行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等

で、本プラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等による権

利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者か

ら当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予

約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令及び当社定款の下でとりうる合

理的な施策を実施します。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなさ

れ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式

が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50％まで

希釈化される可能性があります。

　当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得

等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立

した社外取締役及び社外の有識者等から構成される独立委員会を設置し、その

客観的な判断を経るものとしております。

　また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会

を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。

　こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、

その透明性を確保することとしております。

　本プランの有効期間は、2024年６月27日開催の当社第99回定時株主総会終結

後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の

時までとします。ただし、当該時点において、現に買付等を行っている者又は

買付等を企図する者であって当社取締役会において定める者が存在する場合に

は、当該行われている又は企図されている買付等への対応のために必要な限度

で、かかる有効期間は延長されるものとします。また、その有効期間の満了前

であっても、当社の取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。

　なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイ

トに記載しております、2024年５月24日付「当社株式の大量取得行為に関する

対応方針（買収への対応方針）の更新について」

(https://www.nitchitsu.co.jp/wp-content/files_mf/release20240524.pdf）

をご覧ください。
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(4) 本プランに対する当社取締役会の判断及びその理由

① 本プランが基本方針に沿うものであること

　本プランは当社株券等に対する20％以上の買付等がなされた際に、当該買付

等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案

を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者

等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。

② 本プランが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、又、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　当社は、以下の理由により、本プランは当社の株主の共同の利益を損なうも

のではなく、又、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考

えております。

(イ)買収防衛策（対応方針）に関する指針等の要件の充足

　本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買

収防衛策に関する指針」や「企業買収における行動指針」の定める三原

則を全て充足しております。また、「近時の諸環境の変化を踏まえた買

収防衛策の在り方」やその他の買収防衛策（対応方針）に関する実務・

議論、「コーポレートガバナンス・コード」における「原則1-5.　いわ

ゆる買収防衛策」の定めを勘案した内容となっております。

(ロ)株主意思の重視

　本プランは、2021年10月20日開催の取締役会において導入の決議を行

った後、直近では2024年６月27日開催の第99回定時株主総会における株

主の皆様のご承認を得て更新されたものであり、株主の皆様のご意思が

反映されていること、一定の場合に、本プランの発動の是非について株

主の皆様の意思を確認することとしていること等から、株主の皆様のご

意向が反映されることとなっております。

(ハ)独立性のある社外取締役等の判断の重視及び第三者専門家の意見の取得

　本プランの発動に際しては、独立性のある社外取締役及び社外の有識
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者等から構成される独立委員会による勧告を必ず経ることとされていま

す。

　さらに、独立委員会は、当社の費用において専門家等の助言を受ける

ことができるものとされており、独立委員会による判断の公正さ・客観

性がより強く担保される仕組みとなっております。

(ニ)合理的な客観的要件の設定

　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないよ

うに設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するため

の仕組みを確保しているものといえます。

(ホ)デッドハンド型やスローハンド型の対応方針ではないこと

　本プランは、デッドハンド型対応方針（取締役会の構成員の過半数を

交替させてもなお、発動を阻止できない対応方針）ではないこと、ま

た、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は１年で

あり、本プランは、スローハンド型対応方針（取締役会の構成員の交替

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要す

る対応方針）でもありません。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 残 高 1,100,000 811,257 8,453,600 △287,325 10,077,532

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △78,374 △78,374

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

194,520 194,520

自 己 株 式 の 取 得 △306 △306

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 116,145 △306 115,838

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 残 高 1,100,000 811,257 8,569,745 △287,632 10,193,370

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

その他の
包括利益

累計額合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 残 高 1,110,869 △30 44,281 1,155,119 11,232,652

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △78,374

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

194,520

自 己 株 式 の 取 得 △306

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

882,112 3,387 12,125 897,626 897,626

連結会計年度中の変動額合計 882,112 3,387 12,125 897,626 1,013,464

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 残 高 1,992,982 3,356 56,406 2,052,746 12,246,116

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等以外

のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 　移動平均法に基づく原価法

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社……３社（東京熱化学工業㈱、三扇機工㈱、㈱ミンクス）

②非連結子会社…該当事項はありません。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

その他有価証券

(ロ) デリバティブ 　時価法

(ハ) 棚卸資産

商品・原材料 　移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

製品・仕掛品 　個別法に基づく原価法（一部移動平均法に基づく原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定））

貯蔵品 　最終仕入原価法
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(イ) 有形固定資産 　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については定額法）

　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産について

は、３年間の均等償却

(ロ) 無形固定資産 　定額法

　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ハ) 長期前払費用 　定額法

③重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金 　従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

(ハ) 受注損失引当金 　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における

受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(ニ) 工事損失引当金 　工事契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における

工事契約に係る損失見込額を計上しております。

(ホ) 役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金の支給に備えるため、連結子会社の一部は内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(へ) 役員株式給付引当金 　取締役への当社株式の給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく

当連結会計年度末に負担すべき給付見込額を計上しております。
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④退職給付に係る会計処理の方法

(イ) 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

(ロ) 数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部に

おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤収益及び費用の計上基準

　当社グループの「機械関連事業」、「資源関連事業」、「素材関連事業」では、以下の５ステップ

アプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転することにより、履行義務を充足

した時に又は充足するにつれて、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認

識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する。

　ステップ２：契約における履行義務を識別する。

　ステップ３：取引価格を算定する。

　ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

　ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社グループは、「機械関連事業」、「資源関連事業」、「不動産関連事業」及び「素材関連事

業」の４つを主な事業としております。「機械関連事業」、「資源関連事業」、「素材関連事業」に

ついては約束した財又はサービスの支配が顧客に移転することにより、履行義務を充足した時に又は

充足するにつれて、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりま

す。なお、製品の販売契約における対価は、製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね１年以

内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、「収益認識に関する会計基準の適用

指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、一部の商品又は製品の国内の販売において、出荷時

から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時

に収益を認識しております。

⑥重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。
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繰延税金資産 179,182千円（繰延税金負債控除前）

⑦重要なヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合

は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用してお

ります。

２．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結

会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

繰延税金資産

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、連結計算書類と税務上の資産、負債の金額に相違が発生する場合、将来減算一

時差異及び繰越欠損金に係る繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の認識は、課税所得

が生ずる可能性の判断において、事業計画に基づいて合理的に見積りを算定しております。

課税所得は、経営者により承認された将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画におい

て、売上高の増減及び粗利率の改善に関して重要な仮定に基づいております。これらの重要な仮定

は、将来の経済状況等に影響を受けるため、重要な仮定が変動した場合、翌連結会計年度以降の連

結計算書類において繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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顧客との契約から生じた債権（注） 1,267,596千円

契約資産（注） 239,030千円

有形固定資産 2,782,554千円

短期借入金 300,000千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 13,516,692千円

圧縮記帳累計額 339,674千円

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産の残高

(注）顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、連結貸借対照表のうち「受取手形、売掛金及び

契約資産」に含まれております。

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

②担保に係る債務

　(4) 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接減額した額

４．連結損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

－ 19 －



2026/05/29 19:32:52 / 25300516_株式会社ニッチツ_招集通知

連結注記表

普通株式 2,130,000株

株式の種類 普通株式

配当金の総額 42,365千円

１株当たり配当額 20円

基準日 2025年３月31日

効力発生日 2025年６月30日

株式の種類 普通株式

配当金の総額 36,009千円

１株当たり配当額 17円

基準日 2025年９月30日

効力発生日 2025年12月１日

株式の種類 普通株式

配当金の総額 38,124千円

１株当たり配当額 18円

基準日 2026年３月31日

効力発生日 2026年６月29日

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　2025年６月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

(注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金3,070千円が含ま

れております。

　2025年11月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

(注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金2,609千円が含ま

れております。

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

　2026年６月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議予定であります。

(注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金2,763千円が含ま

れております。
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（単位：千円）

連結貸借対照表計上額

（※１）
時　価（※１） 差　額

　投資有価証券

その他有価証券
3,712,592 3,712,592 －

　長期借入金（※２） （105,800） （104,158） 1,641

　デリバティブ取引 4,900 4,900 －

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については、原則として短期的な預金等に限定し、資金調達については銀

行等金融機関からの借入により行っております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行って

おります。

　外貨建の債務の一部については、為替予約取引による為替変動リスクの低減を図っております。ま

た、借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。なお、デリバテ

ィブ取引は取引権限等を定めた社内規程に基づき、管理本部による事前審査等を経て、社長等の決裁に

より実行しており、あわせて取引残高・損益状況について経営会議に定期的に報告することとしており

ます。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額111,608千円）は、次表には含まれており

ません。また、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は、記載を省略し

ております。

（※１）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（※２）１年内返済予定の長期借入金36,800千円を含めております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

　株式 3,697,054 100 － 3,697,154

　投資信託 － 15,438 － 15,438

デリバティブ取引

通貨関連 － 4,900 － 4,900

資産計 3,697,054 20,439 － 3,717,493

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお

ります。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当連結会計年度（2026年３月31日）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 104,158 － 104,158

負債計 － 104,158 － 104,158

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時　　　　価

2,525,628 3,203,276

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

当連結会計年度（2026年３月31日）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は、活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。店頭売買株式は、活発な市場における相場

価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。投資信託は、取引

金融機関から提示された基準価額により評価しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっており、レベル２の時価に分類

しております。

７．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、東京都に賃貸オフィスビル（土地を含む。）、北海道や埼玉県、長崎県などに遊休不動産

（遊休土地）を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注） 当連結会計年度末の時価は、賃貸オフィスビルについては「不動産鑑定評価基準」に基づいて自

社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）、遊休不動産については路線価

等に基づく金額であります。
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機械関連

事業

資源関連

事業

不動産関連

事業

素材関連

事業
合計

一時点で移転される財 5,908,565 1,948,269 － 797,722 8,654,556

一定の期間にわたり移転

される財
583,560 － － － 583,560

　顧客との契約から生じる収益 6,492,125 1,948,269 － 797,722 9,238,117

その他の収益 － － 143,276 － 143,276

　外部顧客への売上高 6,492,125 1,948,269 143,276 797,722 9,381,394

８．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

　収益認識の時期別及び事業別に分解した金額は、以下のとおりであります。

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項（3）会計方針に関する事項 ⑤収益及び費

用の計上基準」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、主に請負契約等により進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であ

ります。契約資産は、顧客の検収時に売上債権へ振替えられます。

契約資産の残高は、「３．連結貸借対照表に関する注記 (1)顧客との契約から生じた債権、契約資産

の残高」に記載のとおりであります。

②残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務の配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用

し、当初予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

　当連結会計年度末において当初予想される契約期間が１年超の契約の未充足の履行義務は282,700千

円であります。当該履行義務は機械関連事業における車両の制作に関するものであり、期末日後１年以

内に収益として認識されると見込んでおります。
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(1) １株当たり純資産額 6,233円54銭

(2) １株当たり当期純利益 99円01銭

９．１株当たり情報に関する注記

（注）　株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託制度における信託が保有する自社

の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めて

おり、控除する当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度153,500株であります。また、１

株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めてお

り、控除する当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年度153,500株であります。

10．重要な後発事象に関する注記

　　（資本金の額の減少）

　当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、2026年６月26日に開催予定の第101回定時株主総会に

「資本金の額の減少の件」を付議することを決議しました。

１．資本金の額の減少の目的

　当社は、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づ

き、資本金の額の減少を行うものであります。

２．資本金の額の減少の概要

　(1)減少する資本金の額

　　 資本金の額1,100,000,000円のうち1,000,000,000円を減少し、100,000,000円といたします。

　(2)資本金の額の減少の方法

　　 払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額

1,000,000,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

３．資本金の額の減少の日程

　(1)取締役会決議日　　　　　　2026年５月14日

  (2)定時株主総会決議日　　　　2026年６月26日（予定）

　(3)債権者異議申述公告日　　　2026年７月３日（予定）

　(4)債権者異議申述最終期日　　2026年８月３日（予定）

　(5)効力発生日　　　　　　　　2026年８月４日（予定）

４．その他

　本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産額の変動はなく、当社業績に与える

影響は軽微です。

　なお、本件は、2026年６月26日に開催予定の第101回定時株主総会において承認可決されることを条件と

しております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 輌 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

鉱 業 用 地

一 般 用 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

諸 権 利

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,173,784

2,980,701

490,619

1,335,640

211,758

821,859

184,768

25,624

103,837

19,167

△ 193

10,325,544

6,234,658

1,621,133

450,483

1,700,314

7,251

76,637

4,884

2,330,198

43,755

36,828

2,992

33,836

4,054,057

3,686,247

284,640

28

14,642

69,981

△ 1,482
　

流 動 負 債 2,614,656
支 払 手 形 9,438
買 掛 金 545,479
短 期 借 入 金 1,126,800
未 払 金 164,746
未 払 費 用 580,934
未 払 法 人 税 等 18,604
前 受 金 39,552
預 り 金 13,910
賞 与 引 当 金 76,207
受 注 損 失 引 当 金 38,982

固 定 負 債 2,207,156
長 期 借 入 金 69,000
繰 延 税 金 負 債 1,285,363
退 職 給 付 引 当 金 636,253
役員株式給付引当金 80,587
資 産 除 去 債 務 17,807
受 入 保 証 金 118,109
そ の 他 34
負 債 合 計 4,821,812

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 9,732,013
資 本 金 1,100,000
資 本 剰 余 金 793,273

資 本 準 備 金 793,273
利 益 剰 余 金 8,126,372

利 益 準 備 金 275,000
その他利益剰余金 7,851,372
圧 縮 記 帳 積 立 金 1,200,847
特 別 償 却 準 備 金 86,761
別 途 積 立 金 6,213,790
繰 越 利 益 剰 余 金 349,973

　 自 己 株 式 △ 287,632
評価・換算差額等 1,945,502
　その他有価証券評価差額金 1,942,145
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3,356

純 資 産 合 計 11,677,516

資 産 合 計 16,499,328 負債・純資産合計 16,499,328

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,527,786

売 上 原 価 7,603,612

売 上 総 利 益 924,174

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 742,747

営  業  利  益 181,426

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 101,661

そ の 他 62,183 163,845

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,195

そ の 他 131,846 149,041

経  常  利  益 196,229

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,348

投 資 有 価 証 券 売 却 益 87,290 91,639

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 53,816

固 定 資 産 圧 縮 損 11,805 65,622

税 引 前 当 期 純 利 益 222,247

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,605

法 人 税 等 調 整 額 16,924 38,529

当 期 純 利 益 183,717

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計

圧縮記帳
積 立 金

特別償却
準 備 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2 0 2 5 年 4 月 １ 日 残 高 1,100,000 793,273 275,000 1,208,794 48,999 6,213,790 274,445 8,021,029
事業年度中の変動額
特別償却準備金の積立 51,932 △ 51,932 －
圧縮記帳積立金の取崩 △ 7,947 7,947 －
特別償却準備金の取崩 △ 14,170 14,170 －
剰 余 金 の 配 当 △ 78,374 △ 78,374
当 期 純 利 益 183,717 183,717
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － △ 7,947 37,762 － 75,527 105,342
2 0 2 6 年 3月 3 1日残高 1,100,000 793,273 275,000 1,200,847 86,761 6,213,790 349,973 8,126,372

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他 有 価
証 券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

2 0 2 5 年 4 月 １ 日 残 高 △ 287,325 9,626,977 1,072,020 △ 30 1,071,989 10,698,967
事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却準備金の積立 － －
圧縮記帳積立金の取崩 － －
特別償却準備金の取崩 － －
剰 余 金 の 配 当 △ 78,374 △ 78,374
当 期 純 利 益 183,717 183,717
自 己 株 式 の 取 得 △ 306 △ 306 △ 306
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

870,124 3,387 873,512 873,512

事業年度中の変動額合計 △ 306 105,035 870,124 3,387 873,512 978,548
2 0 2 6 年 3月 3 1日残高 △ 287,632 9,732,013 1,942,145 3,356 1,945,502 11,677,516

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －



2026/05/29 19:32:52 / 25300516_株式会社ニッチツ_招集通知

個別注記表

市場価格のない株式等以外

のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等 　移動平均法に基づく原価法

①有形固定資産 　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については定額法）

　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却

②無形固定資産 　定額法

　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法

個別注記表

１．重要な会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式　移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・原材料 　移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

②製品・仕掛品 　個別法に基づく原価法（一部移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定））

③貯蔵品　　　 　最終仕入原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

③長期前払費用 　定額法
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個別注記表

(5) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

②賞与引当金 　従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。

③受注損失引当金 　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に

係る損失見込額を計上しております。

④工事損失引当金 　工事契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における工事契約に

係る損失見込額を計上しております。

⑤退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

(イ) 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(ロ) 数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとしております。

⑥役員株式給付引当金　取締役への当社株式の給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当事業

年度末に負担すべき給付見込額を計上しております。
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個別注記表

(6) 収益及び費用の計上基準

　当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転する

ことにより、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、当該財又はサービスと交換に受け取る

と見込まれる金額で収益を認識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する。

　ステップ２：契約における履行義務を識別する。

　ステップ３：取引価格を算定する。

　ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

　ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社は、「機械関連事業」、「資源関連事業」及び「不動産関連事業」の３つを主な事業としてお

ります。「機械関連事業」、「資源関連事業」については約束した財又はサービスの支配が顧客に移

転することにより、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、当該財又はサービスと交換に受

け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、製品の販売契約における対価は、製品に

対する支配が顧客に移転した時点から概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりま

せん。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、一

部の商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時

までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

(7) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は

振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しておりま

す。
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個別注記表

繰延税金資産 153,997千円（繰延税金負債控除前）

有形固定資産 2,782,554千円

短期借入金 300,000千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 13,052,215千円

圧縮記帳累計額 339,468千円

短期金銭債権 52千円

短期金銭債務 4,881千円

２．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

繰延税金資産

①当事業年度の計算書類に計上した金額

②会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、計算書類と税務上の資産、負債の金額に相違が発生する場合、将来減算一時差異及び繰

越欠損金に係る繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の認識は、課税所得が生ずる可能

性の判断において、事業計画に基づいて合理的に見積りを算定しております。

課税所得は、経営者により承認された将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画におい

て、売上高の増減及び粗利率の改善に関して重要な仮定に基づいております。これらの重要な仮定

は、将来の経済状況等に影響を受けるため、重要な仮定が変動した場合、翌事業年度以降の計算書

類において繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

②担保に係る債務

(3) 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接減額した額

(4) 関係会社に対する金銭債権及び債務
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個別注記表

営業取引による取引高

売上高等 2,604千円

仕入高等 47,139千円

営業取引以外の取引高 20,866千円

株式の種類
　当事業年度

期首の株式数（株）

　当事業年度

増加株式数（株）

　当事業年度

減少株式数（株）

　当事業年度

末の株式数（株）

普通株式（注） 165,246 201 ― 165,447

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の種類及び株式数

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加201株は、単元未満株式の買取10株、従業員持株会向け

譲渡制限付株式の取得191株によるものであります。

２. 普通株式の自己株式の当事業年度末株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）

が所有する株式153,500株が含まれております。
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個別注記表

繰延税金資産

退職給付引当金 200,419 千円

減価償却費損金算入限度超過額 71,758

繰越欠損金 65,841

土地減損損失 61,945

棚卸資産 38,272

投資有価証券評価損 32,778

役員株式給付引当金 25,385

賞与引当金 24,005

受注損失引当金 12,279

未払費用 5,855

資産除去債務 5,609

敷金償却 4,835

未払事業税 3,173

その他 1,527

繰延税金資産小計 553,688

評価性引当額 △ 399,690

繰延税金資産合計 153,997

繰延税金負債

圧縮記帳積立金 △ 552,214

その他有価証券評価差額金 △ 845,513

特別償却準備金 △ 39,897

その他 △1,735

繰延税金負債合計 △ 1,439,361

繰延税金負債の純額 △ 1,285,363

６．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

(1) １株当たり純資産額 5,944円11銭

(2) １株当たり当期純利益 93円51銭

７．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

８．収益認識に関する注記

（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　連結注記表に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託制度における信託が保有する自社

の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めて

おり、控除する当該自己株式の期末株式数は、当事業年度153,500株であります。また、１株当

たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めており、控

除する当該自己株式の期中平均株式数は、当事業年度153,500株であります。

10．重要な後発事象に関する注記

（資本金の額の減少）

　連結注記表に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年５月19日

取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
　大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 土　居　一　彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上　西　貴　之

株式会社ニッチツ

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ニッチツの2025年
４月１日から2026年３月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響
度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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計算書類に係る会計監査報告

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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